
 

議案第９８号 

 

   甲府市都市公園条例の一部を改正する条例制定について 

 甲府市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

  令和６年１２月４日提出 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市都市公園条例の一部を改正する条例 

 甲府市都市公園条例（昭和３２年１２月条例第５２号）の一部を次のように改正 

する。 

 第４条第２号中「、又は植物を採取」を「、若しくは植物を採取し、又はこれら

を損傷」に改め、同条第７号中「自動車等」を「車両」に改め、同条第８号中「行

為」の次に「をすること。」を加え、同条に次の４号を加える。 

 ⑽ 歴史公園及び多目的広場においてスケートボード、ローラースケート又はこ

れらに類する行為をすること。 

 ⑾ 野宿、野営又は車中泊をすること。 

 ⑿ 公衆に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある行為をすること。 

 ⒀ 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用及び管理に支障を及ぼす行為を

すること。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 市長は、前項の規定に違反するおそれのある者に対しては、都市公園への入園

を禁ずることができる。 

 別表第２中 

「 

１コートにつき 

３２０円 

１コートにつき 

４８０円 

１コートにつき 

１９０円 

 

１コートにつき、入場料

金総額を利用コート数で

除して得た額の１０分の



 

１コートにつき 

７９０円 

１コートにつき 

１，１９０円 

１コートにつき 

４８０円 

１に相当する額。ただ

し、その相当する額が

４，４００円に満たない

ときは４，４００円と

し、その相当する額が 

１１，０００円を超える

ときは１１，０００円と

する。 

１コートにつき 

１，１２０円 

１コートにつき 

１，６７０円 

１コートにつき 

６８０円 

１コートにつき 

１，６００円 

１コートにつき 

２，３９０円 

１コートにつき 

９６０円 

１コートにつき 

６３０円 

１コートにつき 

９６０円 

１コートにつき 

３７０円 

１コートにつき 

１，９１０円 

１コートにつき 

２，８９０円 

１コートにつき 

１，１５０円 

                                  」 

「 

１コートにつき 

４４０円 

１コートにつき 

６７０円 

１コートにつき 

２２０円 

１コートにつき、入場料

金総額を利用コート数で

除して得た額の１０分の

１に相当する額。ただ

し、その相当する額が

５，２８０円に満たない

ときは５，２８０円と

し、その相当する額が 

１２，１００円を超える

ときは１２，１００円と

する。 

１コートにつき 

１，０２０円 

１コートにつき 

１，５４０円 

１コートにつき 

５１０円 

１コートにつき 

１，４５０円 

１コートにつき 

２，１７０円 

１コートにつき 

７２０円 

１コートにつき 

２，０８０円 

１コートにつき 

２，８６０円 

１コートにつき 

１，０４０円 

１コートにつき 

８１０円 

１コートにつき 

１，２４０円 

１コートにつき 

４００円 

１コートにつき 

２，４８０円 

１コートにつき 

３，４６０円 

１コートにつき 

１，２４０円 

                                  」 

改める。 

   附 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例による改正前の

甲府市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例

を  

に  



 

による改正後の甲府市都市公園条例の相当規定によりなされた処分、手続その他

の行為とみなす。 

３ この条例による改正後の別表第２の規定は、施行日以後に行う利用の許可に係

る使用料について適用し、施行日前に行った利用の許可に係る使用料について

は、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 都市公園における利用者の安全及び快適な利用環境を確保し、並びに有料運動施

設の使用料の額を改定するについては、この条例を制定する必要がある。これが、

この条例案を提出する理由である。 


